
5月 3日・憲法記念日
4日・みどりの日
5日・こどもの日

（皐月） MAY

尊属とは自分より上の世代の血族（血のつながりのある者）で、
自分より下の世代の血族は卑属と呼びます。直系血族は、曾祖父
母、祖父母、父母、本人、子、孫、曾孫と世代が上下に直線的に
繋がる関係。直系尊属とは、自分より上の世代の直系血族になる
ので、父母、祖父母、曾祖父母等がこれに当たります。

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

5 2012（平成24年）

ワンポイント

5月の税務と労務

直系尊属

国　税／4月分源泉所得税の納付
5月10日

国　税／3月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 5月31日

国　税／9月決算法人の中間申告
5月31日

国　税／6月、9月、12月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合） 5月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告（年3回の場合）5月31日

国　税／確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付

5月31日
国　税／特別農業所得者の承認申請

5月15日
地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日
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養
老
保
険
を
利
用
し
て
関
係
法
人

か
ら
役
員
個
人
に
資
金
移
転
す
る
等

の
租
税
回
避
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
適
正
化
を
図
る
た
め
の
改
正

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
今
回
は

養
老
保
険
に
つ
い
て
ポ
イ
ン
ト
を
整

理
し
て
み
ま
す
。

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

１
　
養
老
保
険

養
老
保
険
と
は
、
被
保
険
者
が
死

亡
し
た
と
き
又
は
保
険
期
間
が
満
了

し
た
と
き
に
死
亡
保
険
金
又
は
満
期

保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
生
命
保
険
を

い
い
ま
す
。
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２
　
養
老
保
険
の
保
険
料
の
取
扱
い

法
人
が
養
老
保
険
の
保
険
料
を
支

払
っ
た
場
合
、
そ
の
保
険
料
の
額
の

税
務
上
の
取
扱
い
は
、
図
表
１
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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･

３
　
ケ
ー
ス
別
で
み
る
留
意
点

ケ
ー
ス
１

（
死
亡
保
険
金
及
び
満
期
保
険
金

の
受
取
人
が
法
人
の
場
合
）

貯
蓄
性
が
高
く
、
法
人
が
必
ず

保
険
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
保
険
積
立
金
等
と
し
て

資
産
計
上
と
な
り
ま
す
。

ケ
ー
ス
２

（
死
亡
保
険
金
及
び
満
期
保
険
金

の
受
取
人
が
被
保
険
者
又
は
そ
の

遺
族
と
な
る
場
合
）

必
ず
被
保
険
者
サ
イ
ド
が
保
険
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金
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

役
員
又
は
使
用
人
に
対
す
る
給
与

と
な
り
ま
す
。

な
お
、
給
与
課
税
さ
れ
る
場
合

は
、
源
泉
徴
収
に
つ
い
て
注
意
が

必
要
で
す
。
特
に
被
保
険
者
が
役

員
で
あ
る
場
合
に
は
、「
定
期
同
額

給
与
」
と
な
る
か
ど
う
か
に
も
十

分
留
意
し
ま
す
。

ま
た
、
保
険
契
約
の
解
約
返
戻

金
の
請
求
権
は
、
契
約
者
で
あ
る

法
人
に
あ
り
ま
す
。
法
人
が
被
保

険
者
に
無
断
で
解
約
し
て
し
ま
っ

た
場
合
、
被
保
険
者
は
損
害
を
被

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
よ

う
な
場
合
で
も
、
過
去
の
給
与
課

税
の
関
係
は
修
正
さ
れ
な
い
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。

ケ
ー
ス
３

（
死
亡
保
険
金
の
受
取
人
が
被
保

険
者
の
遺
族
、
満
期
保
険
金
の
受

取
人
が
法
人
の
場
合
）

原
則
と
し
て
、
主
契
約
保
険
料

の
二
分
の
一
は
保
険
積
立
金
等
と

し
て
資
産
計
上
し
、
残
り
の
二
分

の
一
は
福
利
厚
生
費
等
の
勘
定
科

目
で
損
金
に
算
入
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
契
約
形
態
で
加
入

す
る
養
老
保
険
は
、「
福
利
厚
生
プ

ラ
ン
」
と
呼
ば
れ
広
く
普
及
し
て

い
ま
す
。
役
員
・
従
業
員
の
全
員

が
加
入
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
が
、

全
員
が
加
入
し
な
け
れ
ば
、
保
険

料
の
二
分
の
一
を
損
金
に
算
入
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

損
金
に
算
入
で
き
る
か
ど
う
か

は
、
次
の
点
が
判
断
ポ
イ
ン
ト
の

よ
う
で
す
。

①
契
約
の
継
続
性

契
約
は
継
続
し
て
い
る
か
。

②
普
遍
的
加
入

福
利
厚
生
プ
ラ
ン
は
、
全
員
加

入
が
原
則
で
す
が
、
勤
続
年
数
等

の
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
対
象

者
を
限
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

た
と
え
ば
、
勤
続
一
定
年
数
以
上

の
全
員
を
加
入
さ
せ
る
と
い
う
よ

う
な
基
準
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
ま

す
。な

お
、「
課
長
以
上
」
や
「
男
性

の
み
」
と
い
っ
た
基
準
は
、
非
合

理
的
（
福
利
厚
生
の
趣
旨
に
反
す

る
）
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

③
同
族
関
係
者
に
つ
い
て

役
員
・
従
業
員
の
大
部
分
が
同

族
関
係
者
で
あ
る
場
合
、
同
族
関

係
者
の
保
険
料
の
二
分
の
一
は
福

利
厚
生
費
で
は
な
く
給
与
課
税
さ

れ
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

※
福
利
厚
生
プ
ラ
ン
は
、
二
分
の
一

が
損
金
に
な
る
た
め
、「
ハ
ー
フ
タ

ッ
ク
ス
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ケ
ー
ス
４

（
死
亡
保
険
金
の
受
取
人
が
法
人

で
、
満
期
保
険
金
の
受
取
人
が
被

保
険
者
の
場
合
）

養
老
保
険
の
契
約
形
態
は
、
ケ

ー
ス
１
か
ら
ケ
ー
ス
３
ま
で
が
一

般
的
で
す
が
、
ケ
ー
ス
３
の
福
利

厚
生
プ
ラ
ン
の
保
険
金
受
取
人
を

逆
に
す
る
と
、
二
分
の
一
は
保
険

料
と
し
て
損
金
算
入
、
残
り
の
二

分
の
一
は
役
員
又
は
使
用
人
に
対

す
る
給
与
と
し
て
損
金
算
入
に
な

る
と
の
考
え
方
も
あ
り
、
全
額
損

金
算
入
プ
ラ
ン
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
（
図
表
２
参
照
）。
た
だ
し
、

法
令
上
明
確
な
規
定
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
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４
　
一
時
所
得
の
取
扱
い
の
改
正

a

改
正
の
背
景

ケ
ー
ス
４
の
全
額
損
金
算
入
プ

ラ
ン
の
場
合
、
満
期
保
険
金
は
被

保
険
者
が
受
け
取
る
の
で
、
一
時

所
得
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
満
期
保
険
金
の
一
時

所
得
の
計
算
上
、
役
員
の
負
担
し

た
保
険
料
（
給
与
課
税
を
含
む
）

の
み
な
ら
ず
、
法
人
が
負
担
し
た

保
険
料
も
控
除
す
べ
き
保
険
料
と

し
て
申
告
し
、
多
額
の
税
負
担
を

免
れ
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
養
老
保
険
を
利
用
し
て

関
係
法
人
か
ら
役
員
個
人
に
資
金

移
転
す
る
租
税
回
避
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
ら

を
適
正
化
す
る
た
め
法
令
の
明
確

化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

s

改
正
の
内
容

個
人
が
支
払
い
を
受
け
た
生
命

保
険
契
約
等
に
基
づ
く
一
時
金
に

係
る
一
時
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、

そ
の
支
払
い
を
受
け
た
金
額
か
ら

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
が

負
担
し
た
保
険
料
等
は
、
給
与
所

得
に
係
る
収
入
金
額
に
算
入
さ
れ

た
金
額
に
限
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。す

な
わ
ち
、
ケ
ー
ス
４
の
全
額

損
金
算
入
プ
ラ
ン
の
場
合
、
法
人

が
支
払
っ
た
保
険
料
の
う
ち
、
二

分
の
一
の
給
与
処
理
さ
れ
た
も
の

だ
け
が
一
時
所
得
課
税
の
場
合
に

必
要
経
費
と
な
り
、
保
険
料
処
理

さ
れ
た
も
の
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

こ
の
改
正
は
、
昨
年
六
月
三
十
日

以
後
の
支
払
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
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消費税、課税売上割合に関す
る非課税と不課税の違い

課税売上割合は、分母を総売上高（課
税取引、非課税取引及び免税取引の合計
額）とし、分子を課税売上高（課税取引
及び免税取引の合計額）としたときの割
合です。そして、課税売上割合の値は、
控除可能な仕入税額に関し、個別対応方
式や一括比例配分方式の計算において使
用されます。

非課税取引は、原則として分母にだけ
算入しますが、不課税取引は、そもそも
消費税の適用の対象にならない取引です
ので、分母にも分子にも算入しません。

なお、不課税取引には、国外取引、対
価を得て行うことに当たらない寄附や単
なる贈与、出資に対する配当などが該当
し、非課税取引には土地、有価証券、商
品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保
険医療などが該当します。

5月号 4

法
人
税
法
施
行
規
則
に
よ
り
、
法

人
は
帳
簿
お
よ
び
書
類
を
そ
の
事
業

年
度
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
か

ら
七
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
帳
簿
」
と
は
、
総
勘
定
元
帳
、

仕
訳
帳
、
現
金
出
納
帳
、
売
掛
金
元

帳
、
買
掛
金
元
帳
、
固
定
資
産
台
帳
、

売
上
帳
、
仕
入
帳
な
ど
、
取
引
を
記

録
し
た
も
の
を
、「
書
類
」
と
は
、

棚
卸
表
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算

書
、
注
文
書
、
契
約
書
、
領
収
書
な

ど
、
取
引
等
に
関
し
て
作
成
又
は
受

領
し
た
も
の
を
指
し
ま
す
。

な
お
、
会
社
法
の
規
定
で
は
、
株

式
会
社
は
、
会
計
帳
簿
の
閉
鎖
の
時

か
ら
一
〇
年
間
、
そ
の
会
計
帳
簿
及

び
そ
の
事
業
に
関
す
る
重
要
な
資
料

を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
二

十
三
年
度
税
制
改
正
で
欠
損
金
繰
越

控
除
の
期
間
が
九
年
間
に
延
長
さ

れ
、
そ
の
間
の
帳
簿
書
類
の
保
存
が

適
用
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ゴルフ会員権の評価

ゴルフ会員権（以下、会員権）について、
相続税や贈与税を計算するときの評価方法
は次のとおりです。

1　取引相場のある会員権
課税時期の取引価格の70％に相当する金

額によって評価します。なお、取引価格に
含まれない預託金等があるときは、次の金
額との合計額によって評価します。
a 課税時期において直ちに返還を受ける
ことができる預託金等

ゴルフクラブの規約などによって、課
税時期に返還を受けることができる金額

s 課税時期から一定期間の経過後に返還
を受けることができる預託金等

ゴルフクラブの規約などによって返還
を受けることができる金額の複利現価の
額（この額は、課税時期から返還を受け
ることができる日までの期間に応ずる基
準年利率により計算される）

2　取引相場のない会員権
a 株主でなければゴルフクラブの会員と
なれない会員権

財産評価基本通達によって評価した、
課税時期における株式の価額に相当する
金額

s 株主であり、かつ、預託金等を預託し
なければゴルフクラブの会員となれない
会員権

その会員権について、株式と預託金等
に区分して、それぞれ次の金額の合計額
によって評価した金額
イ　株式の価額

２のaの方法を適用して計算した金
額

ロ　預託金等
１のa又はsの方法を適用して計算

した金額
d 預託金等を預託しなければゴルフクラ
ブの会員となれない会員権

１のa又はsの方法を適用して計算し
た金額

帳
簿
書
類
等
の
保
存
期
間


